
 資料２  

「新たな農林水産業・農山漁村活性化計画」 

第３期戦略プランの策定について（補足） 

 
農林水産部農林水産総務課 

 

＜第３期戦略プラン策定の視点＞ 

 

○「島根県総合戦略」や「総合発展計画第３次計画」の部門計画であることを明確化  

→上位計画と関連するプロジェクトは成果指標（総合戦略「KPI」）や目標値を共通化 

 

○県共通プロジェクトと地域プロジェクトの連携を強化  

→関連する県・地域プロジェクトは取組内容や成果指標・目標値を統一 

 

○これまでの成果や課題、この間の情勢変化を踏まえて新たな要素をプロジェクトに設定 

→森林・林業戦略では「低コスト再造林対策」を新たに設定 
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 島根県総合発展計画 第３次実施計画（案）より一部抜粋 

 （３月１８日時点） 

 

 

 

島根総合発展計画 

 第３次実施計画（案） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年３月 

 

島根県 
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施策 

Ⅰ－２－１ 
売れる農林水産品・加工品づくり 

 

目  的 
○ 農林水産物の生産や加工、流通について、消費者ニーズを踏まえつつ、高品質化と

安定生産に向けた支援を行うとともに、消費者が安心して農林水産物を購入できる

よう、生産段階での安全管理を推進することで、島根の特色を活かした売れる農林

水産品・加工品づくりを促進します。 
 

現 状 と 課 題 

○ 島根の農林水産業は、国内外の産地間競争の激化や価格の低迷、生産者の減少や高

齢化による担い手不足など様々な課題を抱えていますが、一方で、地域の特色を活

かした付加価値の高い農林水産品・加工品づくりに向けた様々な先駆的な取組みも

行われており、こうした取組みを県内各地へ波及・定着させていく必要があります。 

○ 農業においては、多様な消費者ニーズに応えるため、有機農産物やエコロジー農産

物など、島根の地域資源を活用した特色ある農産物の生産が必要です。 

○ 米については、国の米政策の見直しにより、平成３０年からは行政による生産数量

目標配分に頼らず、生産者や団体等が中心となった、需要に応じた生産に移行して

いく必要があります。 

○ 園芸については、オリジナル品種等を活用した売れるものづくりを一層進めるとと

もに、産地再生に向けた生産体制を構築していく必要があります。 

○ 肉用牛・乳用牛については、飼養戸数、頭数の減少が続いていることから、生産基

盤の強化が必要です。 

○ 林業については、木を「伐って・使って・植えて・育てる」循環型林業の推進によ

る林業・木材産業の成長産業化が期待されており、原木増産や再造林、きのこ栽培

の振興を図る必要があります。 

○ 水産業では、水産資源の減少や漁労経費の増大に加え、魚価の低迷が続くなど、厳

しい経営を強いられており、魚価の改善や水産資源の維持・管理、漁業の構造改革、

県内８地域で策定された「浜の活力再生プラン」の着実な推進が求められます。 

○ これらの推進にあたって必要な農林水産基盤の整備を進めるとともに、農林水産基

盤施設の機能を適切に発揮させるため、効率的な維持管理や機能保全を行っていく

必要があります。 

○ 食の安全・安心に対する社会的要請はますます高まると考えられ、「美味しまね認証」

及びＧＡＰ（生産工程管理）の制度普及を通じて、高い安全性と品質が確保された

県産農林水産品の生産を行うことが必要です。 

○ 農林水産事業者等の所得向上や雇用拡大を図るため、多様な事業者の連携による６

次産業の規模拡大を進めていく必要があります。 

 

取 組 み の 方 向 

○ 農業については、地域の特色を活かしつつ、多様な消費者ニーズに対応した農畜産

物、加工品の生産を推進するとともに、必要な基盤の整備を進め、長期的に持続可

能で競争力のある産地の育成を目指します。また、環境に配慮した生産を促進し、

特に、島根の豊かな自然を活かし、本県の農業・農村のクリ－ンなイメ－ジを浸透

させることとなる有機農業や特別栽培農産物については、生産と販売対策を一体的

に進める契約的取引などを拡大し、県農産品のブランドイメ－ジ向上につなげます。 

○ 米については、農家の収入を安定的に確保するため、契約的取引の拡大に向けて「売

政策Ⅰ－２ 産業振興（２） 自然が育む資源を活かした産業の振興 
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れる米づくり」を推進します。 

○ 園芸については、島根ならではの産品づくりや、産地における中心的経営体の育成

等を推進します。 

○ 肉用牛・乳用牛については、肉用牛農家・酪農家・集落営農組織等が共同子牛育成

施設や飼料生産受託組織などの外部支援組織を介して相互に連携し、規模拡大や生

産性の向上を図る仕組みを構築して、生産基盤を強化します。 

○ 林業では、主伐や再造林に向けた森林所有者の伐採意欲を喚起し、原木増産に必要

な林道・作業道等の整備や再造林に必要な苗木の増産を推進するとともに木質バイ

オマスの乾燥・集荷のためのストックヤードの整備を進めるなど長期的・安定的な

未利用木材の集荷システムの構築を図ります。 

○ 木材業界と連携して高品質・高付加価値の木材製品を製造することで、県外・海外

への販路拡大を促進します。 

○ きのこのブランド力を高め、生産施設の更新・規模拡大、新品種の導入などによる

生産を拡大します。 

○ 水産業では、漁獲物の高品質化、消費者のライフスタイルの変化に合わせた商品づ

くりや産地での一次加工を推進します。併せて、資源管理やコスト削減等にも一体

的に取り組むなど「漁業の構造改革」を進め、漁業経営の体質強化を図るとともに、

必要な基盤の整備を進めます。 

○ 内水面漁業においては、シジミやアユなどを対象として、引き続き資源管理に取り

組み、持続的な漁業を推進します。 

○ 農林水産基盤施設の整備・更新にあたっては、早期段階で予防的な修繕を行う「予

防保全型」の手法を基本とし、経済的に機能保全を図ります。 

○「美味しまね認証」制度の導入を、生産者・産地等に対しさらに推進し、消費者に対

してもより一層の制度、認証産品のＰＲを行います。 

○ 事業者等に対するサポート体制を強化するとともに、市町村を中心とした広がりの

ある６次産業の展開等を促進し、農林漁業者と商工事業者等の多様な事業者が連携

して取り組む６次産業の拡大を図ります。 
 

成果参考指標と目標値 

成果参考指標 平成２７年度  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年度 

①主食用米の契約的取引率 32％ 

（H26） 

65％ 

②主要園芸品目の契約的取引

率 

16％ 

（H26） 
30％ 

③有機農業・特別栽培農産物

の栽培面積 

2,302ha 

（H26） 

3,780ha 

④和牛子牛年間生産頭数 
6,686 頭 

（H26） 
7,000 頭 

⑤生乳年間生産量（暦年） 
6.3 万 t 

（H26） 
6.9 万 t 

⑥県産原木自給率（暦年） 
33％ 

（H26） 
44％ 

⑦原木年間生産量（暦年） 
41 万㎥ 

（H26） 
64 万㎥ 

⑧苗木年間生産量 81 万本 170 万本 
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（H26） 

⑨木質バイオマス発電に関連

する雇用者数 

－ 

（H26） 
100 人 

⑩漁業年間生産額（暦年） 
215 億円 

（H26） 
234 億円 

⑪多様な事業者が連携した６

次産業化に取り組む事業体

数（４年間の累計） 

43 事業体 

（H24～27） 
139 事業体 

⑫多様な事業者が連携した６

次産業化の取組みによる新

規雇用者数（４年間の累計） 

 32 人 

（H23～26） 
84 人 
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施策 

Ⅰ－２－２ 
県産品の販路開拓・拡大の支援 

 

目  的 
○ 消費者や流通関係者のニーズを商品づくりに活かすとともに、島根の農林水産品・

加工品を「価値ある商品」として売り込む力を強化し、生産者や製造事業者の多様

な流通・販売チャネルの開拓、販路拡大による顧客づくりと消費の拡大を図ります。 

 

現 状 と 課 題 
○ 島根県は、農林水産品の生産規模が小さく、少量多品目の生産が主体です。このた

め、販売にあたっては、市場出荷のみではなく、販売チャネルや販売手法の多様化

を進め、戦略性のある販売体制を確立していくことが必要です。 

○ 地産地消については、県民が県産品を優先的に購入する意識が高いとは言えないな

どの課題があります。県内での消費拡大に向けて、県民や事業者による積極的な取

組みを進めていくことが必要です。 

○ 加工品については、小規模の製造事業者が多く、出荷額や付加価値額が低いなど様々

な課題があります。 

○ 農林水産品・加工品の輸出拡大については、台湾をはじめとする東アジアや欧米諸

国における高品質な日本の食品への需要の高まりを受け、輸出ルートの開拓に向け

た取組みの強化が必要となっています。 

 

取 組 み の 方 向 
○ 県外への流通や消費の拡大のため、小売店や飲食店との直接取引など大都市圏での

販売チャネルの開拓、販売ターゲットの明確化と戦略的展開に向けて支援するとと

もに、県産品のブランド力の向上を図ります。 

○ 県内での消費や流通の拡大のため、食に関する情報発信を進めるとともに、農林水

産品・加工品の流通関係者への PR や生産・製造者と流通業者間のマッチング支援を

強化します。 

○ 加工品については、生産技術の向上などによる商品の高付加価値化、衛生・品質管

理体制整備、人材育成等の総合的な支援を行い、販路の開拓・拡大に繋げます。 

○ 欧米・中東などの新たな国・地域を含む有望市場に向けて、「安全・安心」な島根県

産品の強みを活かした輸出の促進に取り組むとともに、輸出に取り組む企業や観光

との連携などによる県産品のブランド力の向上を図ります。 

 

成果参考指標と目標値 

成果参考指標 平成２７年度  平成３１年度 

①しまね県産品販売パートナー

店における県産品年間販売額 

1,272 百万円 

(H26) 
1,530 百万円 

②にほんばし島根館の年間販売 

額 
385 百万円 385 百万円以上 

③県内企業の貿易実績企業数 185 事業所 200 事業所 

④学校給食における県産品の使

用割合 
58％ 63％ 

⑤県外への年間木材製品出荷量

(暦年) 

1.1 万㎥ 

（H26） 
1.5 万㎥ 
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施策 

Ⅰ－２－３ 
農林水産業の担い手の育成・確保 

 

目  的 
○ 新規就業者を掘り起こし、その研修や経営の支援を行うとともに、担い手となる生

産者の経営改善や安定化に向けた支援を行うことで、農林水産業の担い手を育成・

確保します。 

 

現 状 と 課 題 
○ 農林漁業就業者の減少や高齢化の進行が著しい状況にあります。 

○ 近年、新規就業者や農業法人が増加しつつありますが、農林水産業の持続的発展の

ためには、今後とも担い手の育成・確保を図っていく必要があります。 

○ ＵＩターンの一層の促進や新規就業者への支援、就業の受け皿となる経営体の育成、

農林大学校や水産高校の卒業生等をはじめとした若者の県内農林水産業への就業促

進が課題となっています。 

 

取 組 み の 方 向 

○ 県外での就業相談会の開催によるＵＩターン者の確保や、関係機関が連携した就業

相談から就業前研修、就業、就業後のフォローといった各ステージへのきめ細かな

支援を展開し、新規就業・定着を図ります。 

○ 新規就農者や半農半Ｘ（注１）実践者、農業参入企業といった多様な担い手を確保する

とともに認定農業者、集落営農組織の育成を進めます。さらに農地中間管理機構と

連携した担い手への農地の利用集積、地域自ら創意工夫して行う担い手へのフォロ

ーアップの取組みを促進することにより、法人化など安定した経営体として発展す

る担い手を育成します。 

○ 林業については、国産材の需要が高まりつつある中、中心的担い手である森林組合

などの林業事業体の経営基盤を強化するとともに、労働力の確保・定着と木材生産

に対応できる高度な技術者を育成します。 

○ 水産業については、漁業の構造改革と「浜の活力再生プラン」を推進し、就業の受

け皿となる安定した経営体を育成するとともに、水産高校と水産業界との連携やＵ

Ｉターン者への支援を進め若者の県内水産業への就業を促進します。 

 

成果参考指標と目標値 

成果参考指標 平成２７年度  平成３１年度 

①農林水産業新規就業者数 

（４年間の累計） 

990 人 

（H23～26） 
1,120 人 

②農業法人数（累計） 385 法人 500 法人 

③林業就業者数（暦年） 
856 人 

（H26） 
1,000 人 

④年間漁業生産額300万円以上の

自営漁業者数（暦年） 

232 人 

（H26） 
250 人 

政策Ⅰ－２ 産業振興（２） 自然が育む資源を活かした産業の振興 
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【島根県森林審議会委員からの意見】

新たな農林水産業・農山漁村活性化計画
次期（第３期）戦略プラン（案）に対する意見と県の考え方等

【森林・林業戦略プラン】

番号 項 目 ご意見の要旨 ご意見に対する考え方・対応 担当課

１ 重点的施策の展開方向 木材生産量（伐採量）の増加により、伐採跡地、 森林所有者の負担を軽減し、再造林に対する意欲を 森林整備課
(1)低コスト再造林の推進 再造林の必要な山林はますます増加する。 高めるため、伐採・再造林の一貫作業を推進し、まず

それに対して、事業者に対する低コスト再造林の は再造林そのものに掛かる経費の削減を目指します。
取組（機械化やコンテナ苗の導入）だけでなく、森 また、再造林に要する経費については、「造林事業」、
林所有者等の意欲を高める手立て（補助金含め）な 「新植支援事業」、「原木生産促進事業」などによる支
ど、手だても考えるべきではないか。 援を実施（継続）します。

２ 重点的施策の展開方向 女性の就労、活用できる視点で取り組んでほしい。 植林作業や高性能林業機械オペレーターなど女性の 林業課
(4)林業担い手の育成・確保 活躍の機会が拡大されてきていることから、地域雇用

の場としての林業を広く県民やＵＩターン希望者等に
ＰＲし、女性を含む新規林業就業者の確保に努めます。

３ 重点的施策の展開方向 より収益性のあるきのこ生産のための新品種導入 きのこの新品種導入は、昨年 10 月に策定した「ひ 林業課
(5)きのこ産業の強化 等は急ぐ必要があるのではないか。 と・まち・しごと島根県総合戦略」に位置付け、県内

各産地と連携して、早期の新品種導入に取り組みます。

４ 主な指標の将来見通 苗木生産量 H26:81 万本→ H31:170 万本とある 今後増加が見込まれる再造林に支障をきたすことが 森林整備課
２．森林整備 が、苗木の生産数量目標とリンクした造林計画面積 ないよう、次期プロジェクトでは優良苗木の増産を重

の提示が必要。 要な取組項目とし、苗木生産量を期間中の指標としま
苗木生産者からは、造林で苗木が使用されるとい した。

う裏付けがないと、増産に繋がらないという声がつ なお、H31に再造林が必要な面積は、約 900haにな
よい。 るものと試算しています。

５ 県共通プロジェクト 間伐時期を迎えた人工林が多い。奥部にある人工 効率的な間伐や主伐を実施するため、森林の境界確 林業課
「需要に応える原木増産プロジェ 林の中には、十分な幅員のある道の開設が難しく、原 認などを行いながら、森林組合を中心に小規模な所有 森林整備課
クト」 木やバイオマスの出荷が困難な場所も多くある。ま 者の集約化を進めています。

た、そうした場所は、複数の小規模面積所有者である そのうえで、高性能林業機械や架線集材による木材
ことも多く、森林施業を行うための所有者間の話し合 生産を推進しています。
いも難しい。間伐や木材増産を進める上で、こうした なお、経済的な利用が困難な森林もあり、そこでは
場所での対策が必要。 水と緑の森づくり税を活用した「再生の森事業」によ

り、環境面を重視した森林整備を行っています。
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６ 県共通プロジェクト 昭和 30年～ 40年代の拡大造林時代に設定した契 林業公社の契約地については、一定の面積規模があ 林業課
「需要に応える原木増産プロジェ 約造林（分収造林）が期限満了を迎え、それを売り り、まとまった量の原木生産が可能です。木材生産に 森林整備課
クト」 払うには、木材価格が安いし、子孫になると存在す ついては、これまでの利用間伐に加え、H26年度から

ら知らず、契約更新も難しい。分収林を利用する対策 は主伐（更新伐）による木材生産を開始しています。
が急務。 なお、必要に応じて法定相続人と連絡を取りながら長

伐期・非皆伐施業への契約変更を順次進めておりま
す。
県行造林の契約地については、契約期間が満了とな

るものから順次、所有者、法定相続人と協議しながら、
採算の取れるものについては、立木の売却等を実施し
ています。
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